
 

代理人による申請書の提出・補正には、委任状が必要です 
 
□ 近畿地方整備局管内の事務所では、特殊車両通行許可申請について下記のとおり 
取り扱っています。 

 
 
  １． 申請書の提出、補正を代理人が行う場合には委任状が必要です。 

 
２． 委任状の提出がない場合、あるいは補正の権限のない委任の場合、 

申請書の訂正には、申請者印による訂正が必要となりますので、 
ご注意ください。 

 
３． 申請書の補正と同時にＦＤデータの修正も必要です。 


